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令和５年第 11 回加賀市農業委員会定例総会 
令和 5 年 11 月 27 日（月） 

開会（午後１時 30 分） 

事務局（宮下） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご多用の中、ご参集いただきましてありがとうございま

す。これより令和５年 第 11 回加賀市農業委員会定例総会

を始めさせていただきます。 

本日は、農業委員の現委員 14 名全員の出席をいただい

ており、本日の総会が成立していることをご報告します。

推進委員につきましては、13 名のうち 11 名の出席をい

ただいております。 

また、本日付議いたしました転用案件等の現地確認調査

を、15 日に田端委員、事務局職員２名の計 3 名で行いま

したことをご報告いたします。 

それでは、中村会長に引き続き議事進行について、よろ

しくお願いいたします。 

 

議長挨拶 

議長（中村会長） 皆さん、こんにちは。（あいさつ等） 

それでは、令和５年第 11 回加賀市農業委員会定例総会

を始めさせていただきます。 

 

議事録署名員の指名 

議長（中村会長） 初めに議事録署名員の指名をいたします。 

５番 加納委員、6 番 新保委員を指名します。 

 

議案第 37 号  農地法第 3 条の規定による許可申請について 

議長（中村会長） 

 

それでは議案の審議を行います。議案 第 37 号 農地法

第３条の規定による許可申請について、事務局から説明し
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事務局（橋本） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

てください。 

議案第 37 号、加賀市水田丸町 下出 幸緒 外３名から農

地法第３条の規定による許可申請がありましたので、その

適否をお諮りします。案件は４件です。 

整理番号１番は、水田丸町の譲受人が二ツ屋町の農地を

取得するものです。譲受人の農地取得後の経営面積は 684

ａです。この農地は町内の譲渡人が所有していますが、労

力不足により所有する農地を譲渡するものです。譲受人は、

この農地を以前より譲渡人から借り受けて耕作していたも

ので、今回取得することとなったものです。 

整理番号２番は、片山津町の譲受人が町内の農地を取得

するものです。譲受人の農地取得後の経営面積は 229ａで

す。この農地は町内の譲渡人が所有していますが、労力不

足により所有する農地を譲渡するものです。譲受人は水稲

を主に農業を経営しており、自宅や耕作地に近い農地を取

得するものです。  

整理番号３番は、冨塚町の譲受人が町内の農地を取得す

るものです。譲受人の農地取得後の経営面積は 15ａです。 

この農地は町内の譲渡人が所有していますが、高齢化によ

る経営縮小により所有する農地を譲渡するものです。譲受

人は野菜を主に農業を経営しており、自宅や耕作地に近い

農地を取得するものです。 

整理番号４番は、南郷町の借受人が町内の農地を使用貸

借するものです。借受人の農地借入後の経営面積は

1,135a です。この農地は町内の貸付人が所有しています

が、経営移譲年金の受給のため 10 年間使用貸借するもの

です。借受人は同居の親族であり、以前より貸付人から借

り受けて耕作していたもので、再度使用貸借することとな

ったものです。 
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議長（中村会長） 

 

議長（中村会長） 

 

 

 

議長（中村会長） 

 

以上、この案件は資料２の調査書の通り、農地法第 3 条

第 2 項各号のいずれの不許可要件にも該当しないため、許

可要件を満たしていると考えます。説明は以上です。 

只今の説明に対して、ご意見、ご質問等ありませんか。 

 （意見、質問等なし） 

ご意見、ご質問等がなければ、これより採決に入ります。 

議案 第 37 号 農地法第３条の規定による許可申請につ

いて適切と思われる方は挙手をお願いします。 

（挙手全員） 

全会一致により、適切と認めます。 

 

議案第 38 号  農用地利用集積計画（案）の決定について 

議長（中村会長） 

 

事務局（中島） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは、議案 第 38 号 農用地利用集積計画（案）の

決定について、事務局から説明してください。 

加賀市長より農用地利用集積計画（案）が提出されまし

たので、その計画の決定をお諮りします。今月の申請は所

有権の移転が１件 面積が 9,612 ㎡です。又、利用権の移

転は１件 15 筆、利用権の新規は１件 27 筆で、この 2 件

の合計面積 28,283 ㎡となる集積計画案です。 

整理番号１番の所有権移転の案件については、農業経営

基盤強化促進法による利用権設定等促進事業により、所有

権の移転を申請するものです。 

整理番号２番は、いしかわ農業総合支援機構を仲介して、

耕作者の変更移転を申請するものです。 

整理番号３番はいしかわ農業総合支援機構を仲介して、

農地の使用貸借を申請するものです。 

以上この３件については、農地の受け手がいずれも農業

経営基盤強化促進法第 18 条第 3 項、各号要件を満たして
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議長（中村会長） 

 

 

議長（中村会長） 

 

 

 

議長（中村会長） 

 

おり、適当と考えます。説明は以上です。 

それでは、只今の説明に対してご意見、ご質問等はあり

ませんか。 

（意見、質問等なし） 

ご意見、ご質問等がなければ、これより採決に入ります。 

議案 第 38 号 農用地利用集積計画（案）の決定につい

て、適切と思われる方は挙手をお願いいたします。 

（挙手全員） 

全会一致により、適切と認めます。 

議案第 39 号  農地転用許可後の事業計画変更申請について 

議長（中村会長） 

 

 

田端委員 

 

 

 

 

 

議長（中村会長） 

事務局（橋本） 

 

 

 

 

 

 

次に、議案 第 39 号農地転用許可後の事業計画変更申請

について、事前に現地確認調査を行っていますので、田端

委員から報告をお願いします。 

それでは報告します。去る 11 月 15 日に私と事務局職

員２名、計３名で現地確認調査を行いました。 

整理番号１番の転用目的は事務所及び宅地造成です。生

活排水は下水道に接続し、雨水は道路側溝に流す計画です。 

周辺の農地に特段影響はないと認めました。報告は以上で

す。 

それでは、事務局から説明してください。 

１番は山代温泉北部地内にあり、転用目的を変更するも

のです。事業者は不動産業を営んでおり、アパートを建設

する目的で令和５年６月に 5 条許可を受けましたが、その

計画を変更し令和５年９月に事業計画変更承認を受け、そ

の後再度計画を変更して事務所及び宅地造成するもので

す。申請地は準住居地域にあるため、第 3 種農地と判断さ

れ、原則許可に該当するものと考えます。説明は以上です。 
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議長（中村会長） 

能登委員 

 

事務局（橋本） 

 

議長（中村会長） 

 

 

 

 

議長（中村会長） 

 

只今の説明に対して、ご意見、ご質問等ありませんか。 

今回 2 回目の事業計画変更になりますが、短い期間にま

た計画変更するのはどうしてですか。 

 現在の社会情勢による資材の高騰が影響し、貸店舗を建

設しても採算性が見合わないとのことです。 

ほかにご意見、ご質問等がなければ、これより採決に入

ります。 

議案 第 39 号農地転用許可後の事業計画変更申請につ

いて、適切と思われる方は挙手をお願いします。 

（挙手全員） 

全会一致により、適切と認めます。 

議案第 40 号  農地法第４条の規定による許可申請について 

議長（中村会長） 

 

 

田端委員 

 

 

 

議長（中村会長） 

事務局（橋本） 

 

 

 

 

 

 

次に、議案 第 40 号 農地法第 4 条の規定による許可申

請について事前に現地確認調査を行っていますので、田端

委員から報告をお願いします。 

整理番号１番の転用目的は資材置場建設です。１番は既

に資材置場が建設されていました。雨水は浸透させる計画

です。譲渡人からは始末書が提出されています。周辺の農

地に特段影響はないと認めました。報告は以上です。 

それでは、事務局から説明してください。 

整理番号１番は保賀町地内にあり、田、面積 412 ㎡、

転用目的は資材置場建設です。この案件は、昭和 50 年ご

ろに造園業の資材置場を建設したもので、隣接地は平成

11 年に資材置場として４条許可を受けていましたが、申

請地は許可を受けていなかったことが判明したものです。 

申請地は農地の広がりが 10ha 未満の農地の一部である

ことから第２種農地と判断されますが、集落に接続してい
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議長（中村会長） 

 

議長（中村会長） 

 

 

 

議長（中村会長） 

 

るため原則許可に該当するものと考えます。説明は以上で

す。 

只今の説明に対して、ご意見、ご質問等ありませんか。 

 （意見、質問等なし） 

ご意見、ご質問等がなければ、これより採決に入ります。 

議案 第 40 号 農地法第 4 条の規定による許可申請につ

いて、適切と思われる方は挙手をお願いします。 

（挙手多数） 

賛成多数により、適切と認めます。 

議案第 41 号  農地法第５条の規定による許可申請について 

議長（中村会長） 

 

 

田端委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次に、議案 第 41 号 農地法第５条の規定による許可申

請について、事前に現地確認調査を行っていますので、田

端委員から報告をお願いします。 

整理番号１番の転用目的は自己住宅建設です。隣地境界

には既存の擁壁があり、生活排水は浄化槽で処理し雨水と

共に道路側溝に流す計画です。 

２番の転用目的は自己住宅建設です。隣地境界に擁壁を

設置して、生活排水は浄化槽で処理し雨水と共に道路側溝

に流す計画です。 

３番の転用目的は駐車場建設です。３番は既に駐車場が

建設されていました。雨水は道路側溝に流す計画です。譲

渡人からは始末書が提出されています。 

４番の転用目的は自己住宅建設です。隣地境界に擁壁を

設置して、生活排水は下水道に接続し雨水は道路側溝に流

す計画です。 

５番の転用目的は自己住宅建設です。生活排水は下水道

に接続し、雨水は道路側溝に流す計画です。 
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議長（中村会長） 

事務局（橋本） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６番の転用目的は自己住宅建設です。生活排水は農業集

落排水に接続し、雨水は道路側溝に流す計画です。 

７番の転用目的は事務所兼倉庫建設です。隣地境界に擁

壁を設置して、生活排水は浄化槽で処理し雨水と共に道路

側溝に流す計画です。 

以上７件とも、周辺の農地に特段影響はないと認めまし

た。報告は以上です。 

それでは、事務局から説明してください。 

整理番号１番は山中温泉宮の杜地内にあり、畑、２筆、

面積計 481 ㎡、転用目的は自己住宅建設です。譲受人は

現在の住居が手狭になったため、実家近くの申請地を購入

して自己住宅を建設するものです。申請地は、第一種低層

住居専用地域にあるため第 3 種農地と判断され、原則許可

に該当するものと考えます。 

２番は七日市町地内にあり、畑、２筆、面積計 550 ㎡、

転用目的は自己住宅建設です。譲受人は現在の住居が手狭

になったため、夫の実家近くの申請地を購入して自己住宅

を建設するものです。申請地は、農地の拡がりが 10ha 未

満の農地の一部であることから第２種農地と判断されます

が、集落に接続しているため許可相当に該当するものと考

えます。 

３番は弓波町地内にあり、畑、面積 214 ㎡、転用目的

は駐車場建設です。この案件は既に一部駐車場として利用

されているものです。譲受人は近隣に居住しており、申請

地を贈与され駐車場を建設するものです。申請地は、第一

種住居地域にあるため第 3 種農地と判断され、原則許可に

該当するものと考えます。 

４番は合河町地内にあり、田、面積 278 ㎡、転用目的

は自己住宅建設です。譲受人は現在の住居が手狭になった
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議長（中村会長） 

 

議長（中村会長） 

 

 

 

議長（中村会長） 

ため、申請地を購入して自己住宅を建設するものです。申

請地は、第2種住居地域にあるため第3種農地と判断され、

原則許可に該当するものと考えます。 

５番は熊坂町地内にあり、田、面積 369 ㎡、転用目的

は自己住宅建設です。譲受人は現在の住居が手狭になった

ため、申請地を購入して自己住宅を建設するものです。申

請地は、準工業地域にあるため第 3 種農地と判断され、原

則許可に該当するものと考えます。 

６番は三木町地内にあり、田、面積 274 ㎡、転用目的

は自己住宅建設です。譲受人は将来的な両親の介護のため、

実家近くの申請地を購入して自己住宅を建設するもので

す。申請地は、農地の拡がりが 10ha 以上の農地の一部で

あることから第１種農地と判断されますが、集落に接続し

ており他に代替地もなかったため、許可相当に該当するも

のと考えます。 

７番は上河崎町地内にあり、田、面積 472 ㎡、転用目

的は事務所兼倉庫建設です。譲受人は管工事業を営んでお

り、既存の事務所が老朽化し手狭になったため、申請地を

購入して事務所兼倉庫を建設するものです。申請地は、農

地の拡がりが10ha未満の農地の一部であることから第２

種農地と判断されますが、集落に接続しているため許可相

当に該当するものと考えます。説明は以上です。 

只今の説明に対して、ご意見、ご質問等ありませんか。 

（意見、質問等なし） 

ご意見、ご質問等がなければ、これより採決に入ります。 

議案 第 41 号 農地法第５条の規定による許可申請につ

いて、適切と思われる方は挙手をお願いします。 

（挙手全員） 

全会一致により、適切と認めます。 
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議案第 42 号  農業振興地域整備計画変更に係る意見の決定について 

議長（中村会長） 

 

事務局（中島） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長（中村会長） 

 

次に議案 第 42 号農業振興地域整備計画変更に係る意

見の決定について、事務局から説明してください。 

加賀市長より農業振興地域整備計画に係る農用地利用計

画の変更による農用地区域からの除外について意見を求め

られているので、その除外についての意見をお諮りします。 

今回の申請は１件 1 筆 685 ㎡の事案です。 

申請人の実父である中林正昭は加賀市宇谷町で誕生し、

昭和 49 年より宇谷町戊 43 番地に自己住宅を建て居住、

現在は親戚の農業を手伝いながら運送業に励んでいます。 

 申請人である中林和也夫婦は加賀市に勤務しており、七

日市町の住宅に５人家族で住んでいます。実父夫婦（中林

正昭）は高齢であり将来の介護が不安となっていたことか

ら、申請人夫婦（中林和也）が宇谷町に移住を決めました。

しかし、実家は５人家族が移住し介護するには狭く、敷地

内で新たに増築するのも困難なことから、実家に近い用地

を確保する必要が生じました。このため、実家の隣接地に

実父の養父（中林正信）が所有している宇谷町戊 42 番の

農地を代替地として選定、農用地区域からの除外を申請す

るものであります。 

この申請地は、自己住宅の敷地として必要最小限の面積

を有しており、集落中心部から西側の端に位置するなど周

辺の農地に対する影響は最小限に留めており、又、土地改

良事業完了より８年以上経過しています。 

以上、農業振興地域に関する法律の第 13 条第２項第１

号から６号までの要件についての判断は適当であると考え

ます。説明を終了します。 

只今の説明に対して、ご意見、ご質問等ありませんか。 

 （意見、質問等なし） 
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議長（中村会長） 

 

 

 

議長（中村会長） 

 

なければ、これより採決に入ります。 

議案 第 42 号農業振興地域整備計画変更に係る意見の

決定について、適切と思われる方は挙手をお願いします。 

（挙手全員） 

全会一致により、適切と認めます。 

 

報告 第 20 号 農地貸借の合意解約について 

議長（中村会長） 

 

事務局（中島） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長（中村会長） 

 

議長（中村会長） 

 

次に、報告 第 20 号 農地貸借の合意解約について、事

務局から説明してください。 

農地貸借の合意解約の届出がありましたので報告いたし

ます。今月の届出はこの１件で、合計２筆 2,359 ㎡の面

積です。 

この件は加賀市の計画のもと、平成 27 年７月と平成 29

年７月にそれぞれ 10 年間の賃貸借の利用権設定でした。

その計画内容に対し、今回、双方の合意による解約申請書

が提出されたものです。 

以上、この件についての解約条件は無く、土地の引き渡

しについても問題が無く適当と考えます。説明は以上です。 

只今の説明に対して、ご意見、ご質問等ありませんか。 

（意見、質問等なし） 

ほかにありませんか。ご意見、ご質問等がなければ、終

わります。 

報告 第 21 号 農地利用最適化活動について 

議長（中村会長） 

 

 

議長（中村会長） 

次に、報告 第 21 号 農地利用最適化活動について、報

告のある方は挙手をお願いします。 

（委員からの報告） 

その他事務連絡については、事務局から報告してくださ
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い。 

 

事務連絡 

事務局（宮下） 

 

議長（中村会長） 

その他資料（資料３）当面の日程のみを説明 

（活動実績等を報告） 

ほかに何かありませんか。 

なければ、以上をもちまして、令和５年 第 11 回加賀市農

業委員会定例総会を閉会いたします。 

 

閉会（午後 2 時 49 分） 

 


